
実　技　試　験

☆☆☆解答に当たっての注意事項☆☆☆

・ 問題数は４０問、解答はすべて記述式です。

・ 択一問題の場合、選択肢の中から正解と思われるものを１つ選んでください。

・ 語群選択問題の場合、語群の中からそれぞれの空欄にあてはまると思われる

語句・数値を選び、語群に記されたとおりに解答用紙の所定の欄に記入して

ください。また、語群の語句・数値にそれぞれ番号が付してある場合は、そ

の番号のみを記入してください。

・ 語群のない問題の場合、指示に従い解答用紙の所定の欄に直接正解と思われ

る語句・数値・記号を記入してください。

・ 試験問題については、特に指示のない限り、平成２１年１０月１日現在施行

の法令等に基づいて解答してください。
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【第１問】下記の（問１）～（問３）について解答しなさい。

問１

　ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）の行為に関する次の記述のうち、最も不適切

なものはどれか。

１．弁護士の資格を有していないＦＰが、任意後見人となるために、顧客と任意後見契約を締結するこ

と。

２．社会保険労務士の資格を有していないＦＰが、顧客の受給見込み年金額の計算を行うこと。

３．保険募集人の登録を行っていないＦＰが、顧客の求めに応じ、変額保険についての商品説明を行う

こと。

４．投資助言・代理業、投資運用業の登録をしていないＦＰが、顧客の求めに応じ、特定の会社におけ

る過去の株価の値動き等を統計化し、具体的な投資時期・金額について助言を行うこと。

問２

「個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という）」に関する次の記述のうち、最も不

適切なものはどれか。

１．個人情報保護法は、個人情報の適正な取扱いについての義務等を定めたものであり、違反した場合

は罰せられる。

２．個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対する法律であり、管理している個人情報の件数に関係

なく、法人であればすべて適用となる。

３．個人情報保護法では、個人情報を取り扱う場合には、利用目的をできる限り特定しなければならな

いと定めている。

４．個人情報保護法では、本人の承諾なしに第三者に個人情報を提供することを原則として禁止してい

る。
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問３

「金融商品の販売等に関する法律（以下「金融商品販売法」という）」に関する次の（ア）～（エ）の

記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

（ア）金融商品販売法の対象となる金融商品として、商品ファンド、国内の商品先物取引のいずれも適

用対象となっている。

（イ）金融商品販売業者等に対し、顧客から当該金融商品の重要事項の説明は不要であるとの申し出が

あった場合においては、説明の必要はない。

（ウ）金融商品販売業者等が重要事項の説明義務を怠り、そのために顧客が損害を被った場合には、顧

客はその契約を取り消すことができると定められている。

（エ）金融商品販売業者等により、重要事項の説明が必要とされる対象は、個人顧客に限られている。
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【第２問】下記の（問４）～（問７）について解答しなさい。

問４

　日本銀行の金融政策に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる語句の組み合わせとして、正

しいものはどれか。

日本銀行の行う金融政策の一つに「公開市場操作」がある。公開市場操作における「買いオペレーシ

ョン」は、金融の（　ア　）を狙いとしている。具体的な施策としては、民間銀行の保有する債券な

どを買い上げることにより、マネーストックを増加させ、金利を（　イ　）に誘導する効果がある。

１．（ア）緩和　　　（イ）低め

２．（ア）緩和　　　（イ）高め

３．（ア）引き締め　（イ）高め

４．（ア）引き締め　（イ）低め

問５

　荒木さんは、平成２２年４月に追加型株式投資信託の収益分配金を受け取った。次の記述の空欄（ア）

～（ウ）にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、荒木さんは、

これまでに収益分配金を受け取っていないものとする。また、解答に当たっては、下記の＜資料＞に基

づき解答すること。

＜資料＞

［荒木さんの保有する追加型株式投資信託の状況］

個別元本　　　　　　：１０,２５０円

収益分配前の基準価額：１１,０００円

収益分配金　　　　　：　１,０００円

荒木さんが受け取った収益分配金のうち、「収益分配前の基準価額－個別元本」に相当する金額を

（　ア　）といい、所得税・住民税が課される。一方、荒木さんが受け取った収益分配金のうち、

（　ア　）以外の部分を（　イ　）といい、非課税となる。

なお、特別分配金が支払われた場合、荒木さんの保有する投資信託の個別元本は、（　ウ　）円と

なる。

１．（ア）普通分配金　（イ）特別分配金　（ウ）１０,０００

２．（ア）普通分配金　（イ）特別分配金　（ウ）１０,２５０

３．（ア）特別分配金　（イ）普通分配金　（ウ）１０,０００

４．（ア）特別分配金　（イ）普通分配金　（ウ）１０,２５０



－5－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2010.5.23)

問６

　下記の＜資料＞に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる数値の組み合わせとして、正しい

ものはどれか。

＜資料＞

（東洋経済新報社「会社四季報」２００９年４集）

・ この企業の株を１単元（１単位）保有していた場合、２００９年２月期における年間の配当金

額（税引前）は（　ア　）円である。

・ この企業の株を２００４年３月末時点で１,０００株保有していた場合、株式分割の結果、２０１０

年３月末時点では（　イ　）株保有していることになる。

１．（ア）１,７００　（イ）２,０００

２．（ア）１,７００　（イ）２,４００

３．（ア）３,４００　（イ）２,０００

４．（ア）３,４００　（イ）２,４００
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問７

　下記の＜資料＞を参考に、次の（ア）～（エ）の記述について、適切なものには○、不適切なものに

は×を解答欄に記入しなさい。

＜資料＞

（日本経済新聞２０１０年１月１７日付、１２面）
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（ア）普通預金の金利は、各金融機関が任意に決めることができず、政策金利に一定の金利を上乗せし

た金利を適用することとなっている。

（イ）定額貯金の金利は、預入期間に応じた段階金利であり、換金時に新規の預入金利の見直しが行わ

れていたとしても、預入れ時点に決定されていた金利が適用される。

（ウ）ＭＭＦは、表示されている特定の７日間における運用目標を予想して平均した予想分配率が示さ

れている。

（エ）外貨建て定期預金の金利の差は、各金融機関による為替手数料の差によるものである。
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【第３問】下記の（問８）～（問１１）について解答しなさい。

問８

　建築基準法の規制に従い、下記の＜資料＞の土地に建物を建てる場合の、延べ床面積の最高限度を計

算しなさい。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。また、下記

以外の要件は考慮しないものとする。

＜資料＞

第１種住居地域

建ぺい率　６／１０

容積率　２０／１０

前面道路幅に対する法定乗数

４／１０（敷地面積１２０ｍ2）

１２ｍ

１０ｍ

６ｍ道路

問９

　居住用財産を譲渡した場合の所得税の「３,０００万円特別控除の特例」に関する次の記述のうち、

誤っているものはどれか。

１．別荘の譲渡について、本特例の適用は受けられない。

２．配偶者へ譲渡した場合、本特例の適用は受けられない。

３．譲渡した居住用財産の所有期間または居住期間に制限はない。

４．一度適用を受けたら、再度、本特例の適用は受けられない。
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問１０

　不動産の調査資料に関する次の（ア）～（ウ）の記述について、正しいものには○、誤っているもの

には×を解答欄に記入しなさい。

（ア）都市計画図は、容積率・建ぺい率を調べるのに用いることができる。

（イ）路線価図は、土地の路線価方式による相続税評価額を計算するのに用いることができる。

（ウ）公図は、固定資産税評価額を調べるのに用いることができる。

問１１

　登記記録に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切な

ものはどれか。

現在のコンピューター化された登記所では、不動産ごとのデータが登記記録として管理され、登記

事項証明書等の書面で出力される。登記記録は表題部と権利部に区分され、下表のように、権利部

の甲区には（　ア　）に関する事項が、また、乙区には（　ア　）以外の権利に関する事項が記載

されている。

登記事項証明書等は、（　イ　）登記所において手数料を納付して交付を請求することができる。

なお、登記事項証明書は、郵送による送付を請求することが（　ウ　）。

記載されている内容

表示の登記（表題部） 土地や建物の物理的概要

甲区 （　ア　）に関する事項
権利の登記（権利部）

乙区 （　ア　）以外の権利に関する事項

１．（ア）抵当権　（イ）該当不動産の正当な権利を有する人のみが　（ウ）できる

２．（ア）抵当権　（イ）だれでも　　　　　　　　　　　　　　　　（ウ）できない

３．（ア）所有権　（イ）だれでも　　　　　　　　　　　　　　　　（ウ）できる

４．（ア）所有権　（イ）該当不動産の正当な権利を有する人のみが　（ウ）できない
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【第４問】下記の（問１２）～（問１４）について解答しなさい。

問１２

　会社員の安田健一さんが加入している生命保険（＜資料＞参照）に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）

に入る適切な数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、健一さんはこれまでに＜資料＞

の保険から、保険金・給付金を一度も受け取っていない。また、１～３の記述はそれぞれ独立した問題

であり、相互に影響を与えないものとする。

＜資料／保険証券１＞

保険証券記号番号 定期保険特約付終身保険

○○△△××□□

保険契約者 安田　健一　様 保険契約者印

被保険者
安田　健一　様　契約年齢２７歳

１９７１（昭和４６）年８月１８日生まれ　男性

（死亡保険金）

安田　美智子　様（妻）
受取人

（特定疾病保障保険金）

被保険者　様

受取割合

１０割

◯安田

◇契約日（保険期間の始期）

１９９８年１２月１日

（平成１０年）

◇主契約の保険期間

終身

◇主契約の保険料払込期間

６０歳払込満了

◆ご契約内容 ◆お払込みいただく合計保険料

終身保険金額（主契約保険金額） ３００万円 毎回　　１８,２５０円／月

定期保険特約保険金額 ３,０００万円 ［保険料払込方法（回数）］　団体月払

特定疾病保障定期保険特約保険金額

傷害特約保険金額

３００万円

３００万円

災害入院特約［本人・妻型］入院５日目から 日額　　５,０００円

疾病入院特約［本人・妻型］入院５日目から 日額　　５,０００円

※不慮の事故や疾病により所定の手術を受けた場合、手術の種類に

応じて（入院給付金日額の１０倍・２０倍・４０倍）手術給付金

を支払います。

◇社員配当金支払方法

利息をつけて積立

◇特約の払込期間および保険期間

１５年

成人病入院特約　　　　　 入院５日目から 日額　　５,０００円

リビングニーズ特約

※妻の場合は、本人の給付金の６割の日額となります。
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＜資料／保険証券２＞

保険証券記号番号（○○○）△△△△△ 保険種類　ガン保険（愛称　＊＊＊＊＊）

保険契約者印
保険契約者 安田　健一　様

被保険者
安田　健一　様　契約年齢３１歳

昭和４６年８月１８日生まれ　男性

（給付金）

被保険者　様

◯安田

受取人
（死亡給付金）

安田　美智子　様（妻）

分割割合

１０割

◇契約日（保険期間の始期）

２００２年（平成１４年）

１０月１日

◇主契約の保険期間

終身

◇主契約の保険料払込期間

終身払込

◆ご契約内容 ◆お払込みいただく合計保険料

毎回　　２,５５０円

［保険料払込方法］

月払

主契約

［本人型］

ガン診断給付金

ガン入院給付金

ガン通院給付金

手術給付金

死亡給付金

死亡給付金

初めて診断されたとき

１日につき

１日につき

１回につき

（ガンによる死亡）

（ガン以外による死亡）

５０万円

日額１５,０００円

日額　５,０００円

２０万円

１０万円

５万円

１
 

．安田健一さんが現時点（３８歳）で、交通事故で死亡（即死）した場合、保険会社から合計で（　ア　）

万円を受け取ることができる。

２．安田健一さんが現時点（３８歳）で、初めて肺ガン（悪性新生物）と診断され、３０日間治療入院

した場合（手術はしていない）、保険会社から合計で（　イ　）万円を受け取ることができる。

３．安田美智子さんが現時点で、趣味のバスケットボールの練習中に骨折し１４日間入院した場合（手

術はしていない）、保険会社から給付金として（　ウ　）万円を受け取ることができる。

＜語群＞

３　　　　４　　　　５　　　　３９５　　　　４０８　　　　４２１

３,６０５　　　　　 ３,９００　　　　　　　 ３,９０５
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問１３

　下記の生命保険契約について、保険金・給付金が支払われた場合の税金に関する次の記述の空欄（ア）

～（ウ）に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語

句を何度選んでもよいこととする。

＜生命保険の加入状況＞

保険種類 払込み方法
契約者

（保険料負担者）
被保険者

死亡保険金

受取人

満期保険金

受取人

契約Ａ 医療保険 月払い 夫 夫 妻 －

契約Ｂ 定期保険 月払い 夫 夫 妻 －

契約Ｃ 養老保険 年払い 妻 夫 妻 妻

※契約Ａ、Ｂ、Ｃはいずれも保険期間１０年とする。

・ 契約Ａについて、夫が受け取った入院給付金は、（　ア　）となる。

・ 契約Ｂについて、妻が受け取った死亡保険金は、（　イ　）となる。

・ 契約Ｃについて、妻が受け取った満期保険金は、（　ウ　）となる。

＜語群＞

１．相続税の課税対象　　　　　　　　２．贈与税の課税対象

３．所得税（雑所得）の課税対象　　　４．所得税（一時所得）の課税対象

５．非課税

問１４

　地震保険に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号の

みを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の（　ア　）の範囲内で契約する。ただし、保険金額

の限度額は、居住用建物が（　イ　）、家財が１,０００万円となる。

地震保険の保険料を支払った場合、地震保険料控除の適用を受けることができる。控除の限度額は、

所得税が（　ウ　）、住民税は２万５,０００円である。

＜語群＞

１．　３０％～５０％　　　２．　３０％～８０％　　　３．　５０％～８０％

４．　２,０００万円　　　 ５．　３,０００万円　　 　６．　５,０００万円

７．　７万円　　　　　　　８．　５万円　　　　　　　９．　３万円



－13－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2010.5.23)

【第５問】下記の（問１５）～（問１７）について解答しなさい。

問１５

　下記の中嶋純さんの平成２１年分の「給与所得の源泉徴収票」に関する次の（ア）～（エ）の記述に

ついて、適切なものには〇、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

＜資料＞

注：問題の性質上、源泉徴収票の項目の一部を（※）としている。

（ア）妻の美智子さんの平成２１年分の合計所得金額は、３８万円以下である。

（イ）個人年金保険料に係る生命保険料控除として控除されている金額は、５万円である。

（ウ）通勤定期券代として支給された９万８,０００円（年額）は、「支払金額」に含まれている。

（エ）「社会保険料等の金額」は、「所得控除の額の合計額」に含まれている。
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問１６

　多川浩美さん（４０歳）の平成２１年分の収入は次のとおりである。平成２１年分の多川さんの総所

得金額として、正しいものはどれか。

＜収入＞

内容 金額

給与収入（パート） ２,４００,０００円

年金収入（遺族基礎年金・遺族厚生年金） １,８００,０００円

＜給与所得控除額の速算表＞

給与等の収入金額 給与所得控除額

１６２.５万円 以下 ６５万円

１６２.５万円 超 １８０万円 以下 収入金額×４０％

１８０万円 超 ３６０万円 以下 収入金額×３０％＋　１８万円

３６０万円 超 ６６０万円 以下 収入金額×２０％＋　５４万円

６６０万円 超 １,０００万円 以下 収入金額×１０％＋１２０万円

１,０００万円 超 収入金額×　５％＋１７０万円

＜公的年金等控除額の速算表＞

納税者区分 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額

１３０万円 未満 ７０万円

１３０万円 以上 ４１０万円 未満 収入金額×２５％＋　３７.５万円

４１０万円 以上 ７７０万円 未満 収入金額×１５％＋　７８.５万円
６５歳未満の者

７７０万円 以上 収入金額×　５％＋１５５.５万円

１．　　 ９００,０００円

２．　１,５００,０００円

３．　２,３２５,０００円

４．　２,４７５,０００円
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問１７

　小田和美さんの平成２１年分のアパート経営に係る収入・支出等は、下記＜資料＞のとおりである。

小田さんの不動産所得の金額（青色申告特別控除前の金額）として、正しいものはどれか。なお、収入・

支出等とも、未払い・未収・前払い・前受けのものはない。

＜資料＞

［小田和美さんが経営するアパートの収支状況等（平成２１年分）］

・ 収入

家賃：８,４００,０００円

礼金：　 ２００,０００円（入居時に徴収、全額返還を要しない）

敷金：　 ２００,０００円（入居時に預かり、退去時に全額返還する予定）

・ 支出等

アパートローン返済額：２,３００,０００円

（元本充当部分：１,３００,０００円、利息充当部分：１,０００,０００円）

減価償却費　　：１,２００,０００円（アパートの建物に係るものである）

固定資産税等　：　 ６００,０００円（アパートの土地・建物に係るものである）

その他必要経費：　 ７００,０００円

１．　３,６００,０００円

２．　３,８００,０００円

３．　５,１００,０００円

４．　５,３００,０００円
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【第６問】下記の（問１８）～（問２０）について解答しなさい。

問１８

　下記の唐沢太さんの相続事例（平成２２年４月１日相続開始）において、相続税の課税価格の合計額

を計算し、解答欄に記入しなさい。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこ

ととする。

・ 課税価格の合計額を算出するための財産の相続税評価額

土　地：１,８００万円（小規模宅地等の減額の特例適用後）

建　物：２,０００万円

現預金：２,０００万円

死亡保険金

生命保険契約に係る保険金：２,０００万円（契約者・被保険者＝唐沢太、受取人＝長女）

債務および葬式費用の額：５００万円

なお、相続時精算課税制度を選択した相続人はいないものとし、生前贈与加算はないものとする。

また、相続の放棄をした者もいない。

＜相続人関係図＞

（すでに死亡）

妻

長女 二女長男

 唐沢太（被相続人）
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問１９

　下記の＜親族関係図＞の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄（ア）

～（ウ）に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句ま

たは数値を何度選んでもよいこととする。

＜親族関係図＞

配偶者

甥Ａ 姪Ｂ

妹

（すでに死亡）

父

（すでに死亡）

母

妻被相続人

（すでに死亡）

兄

［相続人の法定相続分］

・ 被相続人の妻の法定相続分は（　ア　）。

・ 妹の法定相続分は（　イ　）。

・ 甥Ａ・姪Ｂのそれぞれの法定相続分は（　ウ　）。

＜語群＞

なし　　　１／２　　　１／３　　　１／４　　　１／８　　　２／３　　　３／４

３／８　　　１／１６

問２０

　柴田さんは、父親が平成２２年５月７日に死亡し、相続により、東証一部に上場しているＰＫ社の株

式を取得した。この株式の相続税評価額を計算する際に用いる価額として、正しいものはどれか。

１．平成２２年５月７日の終値　　　　　　　４２３,０００円

２．平成２２年５月の毎日の終値の月平均額　４１５,０００円

３．平成２２年４月の毎日の終値の月平均額　３９８,０００円

４．平成２２年３月の毎日の終値の月平均額　４０５,０００円
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【第７問】下記の（問２１）～（問２３）について解答しなさい。

＜関家の家族データ＞

氏名 続柄 生年月日 備考

関　真一郎 本人 昭和４９年　６月　３日 会社員

　　みどり 妻 昭和５０年１１月２１日 専業主婦

　　幸輔 長男 平成１８年　９月１９日 幼稚園児

　　大輔 二男 平成２０年　２月２２日

＜関家のキャッシュフロー表＞ （単位：万円）

経過年数　 現在 １年後 ２年後 ３年後 ４年後

西暦（年） ２０１０ ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４

平成（年） ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

関　真一郎 本人 ３６歳 ３７歳 ３８歳 ３９歳 ４０歳

　　みどり 妻 ３５歳 ３６歳 ３７歳 ３８歳 ３９歳

　　幸輔 長男 　４歳 　５歳 　６歳 　７歳 　８歳

家
族
構
成
／

年
齢

　　大輔 二男 　２歳 　３歳 　４歳 　５歳 　６歳

ライフイベント
（変動率）

二男

幼稚園入園

マンション

購入

給与収入（夫） １％ ５５０ ５５６ ５６１ ５６７ ５７２

給与収入（妻） － ０ ０ ０ ０ ０収
入

収入合計 － ５５０ ５５６ ５６１ ５６７ ５７２

基本生活費 １％ ２７６ （　ア　）

住居費 － ８４ ８４ ８４

教育費 ２％ ５０ １０２

保険料 － ３６ ３６ ３６

一時的支出 － ６５０

その他支出 － ２０ ２５ ２５ ７５

支
出

支出合計 － ４６６

年間収支 － ８４ ３０

金融資産残高 １％ ７８０ （　イ　）

※年齢は各年１２月３１日現在のものとし、平成２２年を基準年とする。

※記載されている数値は正しいものとする。

※問題作成の都合上、一部空欄にしてある。
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問２１

　関家のキャッシュフロー表の空欄（ア）に入る数値を計算しなさい。なお、計算に当たっては、キャ

ッシュフロー表中に記載の整数を使用し、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、解

答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

問２２

　関家のキャッシュフロー表の空欄（イ）に入る数値を計算しなさい。なお、計算に当たっては、キャ

ッシュフロー表中に記載の整数を使用し、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、解

答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

問２３

　関さんは、現在住んでいる社宅が廃止される３年後にマンションの購入を考えている。下記の＜資料１＞

＜資料２＞を基に、プランどおりの住宅ローンを借り入れた場合の年間返済額を計算しなさい。なお、

計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されてい

る単位に従うこととする。

＜資料１＞

［関家の住宅取得プラン］

・ 平成２５年に購入およびローン返済開始

・ 購入予定価格２,５００万円

頭金５００万円、借入額２,０００万円、諸経費１５０万円（自己負担）

返済期間３０年の全期間固定金利ローン、金利３.０％

元利均等返済、ボーナス返済なし

＜資料２＞

［借入金額１００万円当たりの返済額早見表／元利均等返済、毎月返済分］ （単位：円）

期間

金利
１０年 １５年 ２０年 ２５年 ３０年 ３５年

２.５０％ ９,４２６ ６,６６７ ５,２９９ ４,４８６ ３,９５１ ３,５７４

２.６０％ ９,４７２ ６,７１５ ５,３４７ ４,５３６ ４,００３ ３,６２８

２.７０％ ９,５１８ ６,７６２ ５,３９７ ４,５８７ ４,０５５ ３,６８３

２.８０％ ９,５６４ ６,８１０ ５,４４６ ４,６３８ ４,１０８ ３,７３７

２.９０％ ９,６０９ ６,８５７ ５,４９６ ４,６９０ ４,１６２ ３,７９２

３.００％ ９,６５６ ６,９０５ ５,５４５ ４,７４２ ４,２１６ ３,８４８

３.１０％ ９,７０２ ６,９５４ ５,５９６ ４,７９４ ４,２７０ ３,９０４

３.２０％ ９,７４８ ７,００２ ５,６４６ ４,８４６ ４,３２４ ３,９６０

３.３０％ ９,７９５ ７,０５１ ５,６９７ ４,８９９ ４,３７９ ４,０１７

３.４０％ ９,８４１ ７,０９９ ５,７４８ ４,９５２ ４,４３４ ４,０７５

３.５０％ ９,８８８ ７,１４８ ５,７９９ ５,００６ ４,４９０ ４,１３２
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【第８問】下記の（問２４）～（問２６）について解答しなさい。

＜設例＞

下記の係数早見表を使用し、各問について計算しなさい。なお、税金は一切考慮しないこととする。

また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととし、同じ係数を何度使用し

てもよいこととする。

［係数早見表（年利２.０％）］

　 終価係数 現価係数 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数

　１年 １.０２０ ０.９８０ １.０００ １.０２０ １.０００ ０.９８０

　２年 １.０４０ ０.９６１ ０.４９５ ０.５１５ ２.０２０ １.９４２

　３年 １.０６１ ０.９４２ ０.３２７ ０.３４７ ３.０６０ ２.８８４

　４年 １.０８２ ０.９２４ ０.２４３ ０.２６３ ４.１２２ ３.８０８

　５年 １.１０４ ０.９０６ ０.１９２ ０.２１２ ５.２０４ ４.７１３

　６年 １.１２６ ０.８８８ ０.１５９ ０.１７９ ６.３０８ ５.６０１

　７年 １.１４９ ０.８７１ ０.１３５ ０.１５５ ７.４３４ ６.４７２

　８年 １.１７２ ０.８５４ ０.１１７ ０.１３７ ８.５８３ ７.３２５

　９年 １.１９５ ０.８３７ ０.１０３ ０.１２３ ９.７５５ ８.１６２

１０年 １.２１９ ０.８２０ ０.０９１ ０.１１１ １０.９５０ ８.９８３

１５年 １.３４６ ０.７４３ ０.０５８ ０.０７８ １７.２９３ １２.８４９

２０年 １.４８６ ０.６７３ ０.０４１ ０.０６１ ２４.２９７ １６.３５１

２５年 １.６４１ ０.６１０ ０.０３１ ０.０５１ ３２.０３０ １９.５２３

３０年 １.８１１ ０.５５２ ０.０２５ ０.０４５ ４０.５６８ ２２.３９６

※記載されている数値は正しいものとする。

問２４

　杉田さんは、６１歳から２０年間、それまで準備してきた資金から毎年年末に１２０万円を取り崩し

ていきたいと考えている。年利２.０％で複利運用するとした場合、６０歳の時点でいくらの資金があ

ればよいか。

問２５

　景山さんは、事業資金として８００万円を借り入れた。６年間、年利２.０％で毎年年末に元利均等

で返済をする場合、毎年の返済額はいくらになるか。

問２６

　木之内さんは、長女の教育費として貯めてきた２７５万円を、年利２.０％で複利運用しながら３年

間（毎年年末に）均等に取り崩したいと考えている。この場合、毎年いくらずつ受け取ることができる

か。
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【第９問】下記の（問２７）～（問３２）について解答しなさい。

＜設例＞

杉山誠さんは、民間企業に勤務する会社員である。誠さんと妻の直美さんは、今後の資産形成や家

計の見直しについて、ＦＰで税理士でもある榎本さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれ

も平成２２年４月１日現在のものである。

＜家族構成＞

氏名 続柄 生年月日 年齢 備考

杉山　誠 本人 昭和４０年　６月　９日 ４４歳 会社員

　　　直美 妻 昭和４４年　９月１２日 ４０歳 パート勤務

　　　美咲 長女 平成　７年１１月　２日 １４歳 中学３年生

　　　翔太 長男 平成　９年１２月１８日 １２歳 中学１年生

＜金融資産（時価）＞

誠さん名義　：銀行預金（普通預金） ３００万円

銀行預金（定期預金） ２００万円

投資信託（新興国株式ファンド）　　５０万円

ＭＲＦ ５０万円

直美さん名義：銀行預金（定期預金） １５０万円

＜住宅ローン＞

債務者　：誠さん

借入先　：ＭＡ銀行

借入時期：平成１７年７月

借入金額：２,４００万円

返済方法：元金均等返済（ボーナス返済なし）

金利　　：固定金利（年２.４０％）

返済期間：２０年間

＜収入金額（平成２１年）＞

誠さん　：給与収入８００万円（税込み）　誠さんに給与収入以外の収入はない。

直美さん：給与収入　９０万円（税込み）　直美さんに給与収入以外の収入はない。

＜生命保険（定期保険）＞

契約者（＝保険料負担者）・被保険者：誠さん

死亡保険金受取人 ：直美さん

保険金額 ：２,０００万円



－22－２級 実技試験(資産設計提案業務・2010.5.23)

問２７

　ＦＰの榎本さんは、住宅ローンの繰上げ返済について誠さんから質問を受け、イメージ図を使って

その仕組みを説明した。誠さんの住宅ローンを「期間短縮型」で繰上げ返済した場合のイメージ図とし

て、最も適切なものはどれか。なお、繰上げ返済は元金分に充当するものとし、図の網かけ部分

（　　　、　　　）は繰上げ返済する元金部分または軽減される利息部分を表示している。

元金

利息

元金

利息

元金

利息

▲繰上げ返済

▲繰上げ返済

▲繰上げ返済

▲繰上げ返済

１． ２．

３． ４．

元金

利息

毎
回
の
返
済
額

毎
回
の
返
済
額

毎
回
の
返
済
額

毎
回
の
返
済
額

返済期間

返済期間

返済期間

返済期間
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問２８

　誠さんは、ＭＲＦの商品性について、ＦＰの榎本さんに質問をした。榎本さんが説明した次の記述の

空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入し

なさい。

ＭＲＦは、マネー・リザーブ・ファンドの略である。高格付けの公社債、ＣＤ、ＣＰなどの短期金

融商品で運用する（　ア　）である。購入単位は（　イ　）円以上１円単位。購入時および換金時

には、手数料が（　ウ　）。

＜語群＞

１．追加型公社債投資信託　　　２．追加型株式投資信託　　　３．単位型公社債投資信託

４．単位型株式投資信託　　　　５．　１　　　　　　　　　　６．　１００

７．　１０,０００　　　　　　 ８．かかる　　　　　　　　　９．かからない
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問２９

　誠さんは、下記＜資料＞の定額個人年金保険に係る保険料を一時払いした場合の税金について、ＦＰ

の榎本さんに相談をした。榎本さんが説明した下表の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わ

せとして、最も適切なものはどれか。なお、一時払い定額個人年金保険の契約者（＝保険料負担者）と

年金受取人は誠さんとする。

＜資料＞（イメージ図）

契約日 年金受取開始日

確定年金

据置期間
（１０年）

年金受取期間
（１０年）

一
時
払
い
保
険
料
相
当
額

年
金
原
資

▲ ▲

ケース 税金

① 年金受取期間中に年金として受け取る場合 所得税（　ア　）＋住民税

② 年金受取開始日後に一括して受け取る場合 所得税（　イ　）＋住民税

③ 契約後５年以内に解約した場合 ２０％の源泉分離課税　　

④ 契約後５年超で年金受取開始日前に解約した場合 所得税（　ウ　）＋住民税

１．（ア）一時所得　（イ）雑所得　　（ウ）一時所得

２．（ア）一時所得　（イ）雑所得　　（ウ）雑所得

３．（ア）雑所得　　（イ）一時所得　（ウ）雑所得

４．（ア）雑所得　　（イ）一時所得　（ウ）一時所得
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問３０

　誠さんは、生命保険の解約返戻金相当額について、ＦＰの榎本さんに質問をした。榎本さんが、生命

保険の解約返戻金相当額について説明した下記のイメージ図のうち、定期保険の解約返戻金相当額の推

移に係るイメージ図を選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、下記のイメージ図は、定期

保険、終身保険、養老保険、個人年金保険のいずれかである。

１． ２．

３．

死
亡
保
険
金

満
期
保
険
金

保険料払込期間
契約 満期

解約返戻金相当額

解約返戻金
相当額　　

保険料払込期間
契約 年金受取り開始

年
金
年
額

保険料払込期間

解約返戻金
相当額　　

契約 払込満了

死
亡
保
険
金

４．

死
亡
保
険
金

保険料払込期間

契約 満期

解約返戻金相当額

問３１

　誠さんは、介護保険料についてＦＰの榎本さんに質問をした。榎本さんが説明した次の（ア）～（エ）

の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、誠さんは

全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の被保険者であり、直美さんはその被扶養者である。

（ア）介護保険料は、健康保険料とともに、毎月の給与から徴収されている。

（イ）介護保険料は労使折半負担である。

（ウ）直美さんの介護保険料は、直美さん自身が負担する。

（エ）誠さんに賞与が支払われた場合、賞与から介護保険料は徴収されない。
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問３２

　直美さんの母親の井出美子さんは、年金事務所で国民年金の保険料納付状況を確認した。その際、

＜資料＞の「被保険者記録照会（資格・納付Ⅲ）」を渡された。この「被保険者記録照会（資格・納付

Ⅲ）」および下記の計算式に基づきＦＰの榎本さんが計算した、井出美子さんに６５歳から支給される

老齢基礎年金の額として、正しいものはどれか。

・ 老齢基礎年金の計算式

７９２,１００円×
 保険料納付済月数＋（保険料免除月数×免除の種類に応じた割合※）

４８０月

※免除の種類に応じた割合

４分の１免除……５／６

半額免除…………２／３

４分の３免除……１／２

全額免除…………１／３

・ 振替加算は考慮しない。

・ 年金額の端数処理

年金額の計算過程においては、円未満を四捨五入し、年金額については５０円未満の端数が生

じたときは、これを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数が生じたときは、これを１００

円に切り上げるものとする。

１．　５２３,１００円

２．　５２９,７００円

３．　５３３,０００円

４．　５４２,９００円
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＜資料＞

基礎年番　　　　　　　　　　 被保険者記録照会（資格・納付Ⅲ） 001/003

２６　照会区分　０２

基礎年金番号　２１７０－１１１１１１

生年月日　昭－２１．２．１５　　　　　性別　女　　氏名　
イ

井
デ

出　
ヨシ

美
コ

子

資　格　記　録

取得 昭４１．　２．１４－１ 昭６１．４．　１－Ａ ．　．　　－ ．　．　　－

喪失 昭５５．　８．　４－５ 平１８．２．１４－５ ．　．　　－ ．　．　　－

取得 昭５５．　８．　４－２ ．　．　　－ ．　．　　－ ．　．　　－

喪失 昭６１．　４．　１－５ ．　．　　－ ．　．　　－ ．　．　　－

納　付　記　録　Ⅲ

年度　納 全　３/４ 半　１/４学 猶付 年度　納 全　３/４ 半　１/４学 猶付 年度　納 全　３/４ 半　１/４学 猶付

昭４０-　００００　００００　 ００００００００ 昭４５-　００００　００００　 ００００００００ 昭５０-　０３００　００００　 ００００００００

昭４１-　００００　００００　 ００００００００ 昭４６-　００００　００００　 ００００００００ 昭５１-　１２００　００００　 ００００００００

昭４２-　００００　００００　 ００００００００ 昭４７-　００００　００００　 ００００００００ 昭５２-　００００　００００　 ００００００００

昭４３-　００００　００００　 ００００００００ 昭４８-　００００　００００　 ００００００００ 昭５３-　００００　００００　 ００００００００

昭４４-　００００　００００　 ００００００００ 昭４９-　００００　００００　 ００００００００ 昭５４-　００１２　００００　 ００００００００

納付３１７　全免　１２　３／４免　０　半免　０　１／４免　０　学生　０　猶予　０　付加　０

差　額　記　録

年度未免 年度未免 年度未免 年度未免 年度未免 年度未免 年度未免 年度未免 年度未免

－ － － － － － － － －

３　号　特　例　納　付　期　間　記　録（ 自 ）    －（ 至 ）    （届 出年 月 日      ）

．　－　．　（　　．　．　) ．　－　．　（　　．　．　)

○○年金事務所
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【第１０問】下記の（問３３）～（問４０）について解答しなさい。

＜設例＞

小野寺秀雄さんは、物品販売業（小野寺商店）を営む自営業者（青色申告者）である。今般、自分

自身の老後のことや事業のことなどに関して、ＦＰで税理士でもある富田さんに相談をした。なお、

下記のデータはいずれも平成２２年４月１日現在のものである。

Ｉ．小野寺家の家族構成（同居親族）

氏名 続柄 生年月日 年齢 職業

小野寺　秀雄 本人 昭和２７年８月２８日 ５７歳 個人事業主

　　　　恵美 妻 昭和２８年５月２１日 ５６歳 青色事業専従者

　　　　則之 長男 昭和５７年７月１１日 ２７歳 会社員

　　　　和之 二男 昭和６２年４月１６日 ２２歳 大学生

注１：恵美さんは、秀雄さんの営む事業の青色事業専従者である。

Ⅱ．小野寺家の財務データ

＜保有財産・負債（時価）＞ （単位：万円）

秀雄さん 恵美さん

金融資産

預貯金等 ５,６００ １,１１０

事業用資産（不動産以外）

売掛金・受取手形

棚卸資産（商品在庫等）

その他の事業用資産

５５０

２６０

４２０

－

－

－

生命保険（解約返戻金相当額） （各自計算） （各自計算）

不動産

土地（自宅敷地）

家屋（自宅家屋）

事業用不動産（注２）

２,８８０

４６０

６,２００

－

－

－

動産・その他の資産 ２５０ １００

事業用負債

買掛金・支払手形

手形借入

証書借入

３３０

８４０

２,６５０

－

－

－

住宅ローン １,０１０ －

注２：事業用不動産は、小野寺商店の事業の用に供されている土地・家屋であり、手形借入および

証書借入の担保に供されている。
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＜生命保険等＞ （単位：万円）

保険種類
契約者

（保険料負担者）
被保険者

死亡保険金

受取人
保険金額

解約返戻金

相当額（注３）

定期保険Ａ 秀雄 秀雄 恵美 ３,０００ ０

定期保険Ｂ（注４） 秀雄 秀雄 恵美 １,２００ ０

終身保険Ｃ 秀雄 秀雄 恵美 ５００ ３６０

終身保険Ｄ 秀雄 恵美 秀雄 ６００ ５１０

個人年金保険Ｅ（注５） 秀雄 秀雄 恵美 ６００ ５００

個人年金保険Ｆ（注５） 恵美 恵美 秀雄 ８５０ ８００

注３：解約返戻金相当額は、現時点（平成２２年４月１日）で解約した場合の金額である。

注４：定期保険Ｂには、災害割増特約（６００万円）が付加されているが、これ以外の保険に付加

されている特約はない。

注５：個人年金保険ＥおよびＦの保険金額は、年金支払開始時に一括して年金原資を受け取った場

合の金額であり、被保険者の死亡時には、便宜上、解約返戻金相当額が支払われるものとす

る。

Ⅲ．小野寺商店の財務データ（平成２１年の決算書・確定申告書より）

（１）売上（収入）金額（雑収入を含む） ５３,８１５,５２０円

（２）売上原価 省略

（３）必要経費 省略

うち減価償却費 １,６８０,７７０円

（４）青色申告特別控除の金額 ６５０,０００円

（５）事業所得の金額 ８,２５０,０００円

（６）平成２１年中の借入金（元本）の返済額 １,８００,０００円

（７）平成２１年中の新規借入額 なし

（８）平成２１年中の固定資産の購入・売却 なし

注６：必要経費には、貸倒引当金などの引当金は含まれていない。

Ⅳ．その他

上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこととする。
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問３３

　ＦＰの富田さんは、まず現時点（平成２２年４月１日）における小野寺家のバランスシート分析を行

うこととした。下表の空欄（ア）の金額を計算しなさい。なお、資産・負債ともに、未収利息・未払利

息など支払期日の到来していない利息等については考慮しないこと。

＜小野寺家のバランスシート＞ （単位：万円)

［資産］ ［負債］

事業用負債

住宅ローン

×××

×××

負債合計 ×××

金融資産

事業用資産（不動産以外）

生命保険（解約返戻金相当額）

不動産

動産・その他の資産

×××

×××

×××

×××

×××
［純資産］ （　ア　）

資産合計 ××× 負債・純資産合計 ×××

問３４

　ＦＰの富田さんは、＜設例＞の「小野寺商店の財務データ」を基に、「小野寺商店の物品販売業から

生み出されるキャッシュフロー（以下「キャッシュフロー」という）」を計算することとした。簡便的

に、下記の手順により計算した場合のキャッシュフローの金額として、正しいものはどれか。なお、解

答に当たっては、下記項目および＜設例＞の「小野寺商店の財務データ」以外の情報については考慮し

ないこと。また、富田さんの使用した簡便法の妥当性等問題の趣旨と関係のないことについては一切考

慮しないこと。

（ａ）平成２１年の事業所得の金額（青色申告特別控除前）

…８,２５０,０００円＋６５０,０００円＝８,９００,０００円（ア）

（ｂ）所得金額の計算上は収入金額から控除されるが、現金支出を伴わない項目…（イ）

（ｃ）所得金額の計算上は必要経費にならないが、現金支出を伴う項目…（ウ）

（ｄ）キャッシュフローの金額＝（ア）＋（イ）－（ウ）

注：未収・未払いなど、決算期をまたいだ現金収支の“ずれ”については考慮していない。

１．　８,１３０,７７０円

２．　８,３６９,２３０円

３．　８,７８０,７７０円

４．　９,０１９,２３０円



－31－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2010.5.23)

問３５

　小野寺家が加入している生命保険に関する次の記述の空欄（ア）にあてはまる金額を計算しなさい。

なお、契約者配当金については考慮しないこととする。

平成２２年４月１日に、秀雄さんが不慮の事故が原因で死亡（即死）したと仮定した場合に、恵美

さんに支払われる生命保険金の合計額は（　ア　）万円である。

問３６

　ＦＰの富田さんが説明した次の記述の空欄（ア）にあてはまる金額として、正しいものはどれか。

「仮に、平成２２年４月１日にＸＡ銀行が破綻したとすると、秀雄さんがＸＡ銀行に保有している預貯

金等のうち、預金保険制度で保護される金額（上限額）は（　ア　）です。」

＜秀雄さんがＸＡ銀行に保有する預金の明細＞

① 小野寺秀雄名義の預金

普通預金：　８０万円（決済用預金ではない）

定期預金：６２０万円

外貨預金：３万米ドル（２７０万円相当）

② 小野寺商店小野寺秀雄名義の預金

当座預金：１３０万円

普通預金：１１０万円（決済用預金ではない）

定期預金：２８０万円

注１：ＸＡ銀行は、日本国内に本店のある普通銀行である。

注２：利息については考慮しないこと。また、秀雄さんはＸＡ銀行からの借入れはない。

１．　１,０００万円

２．　１,１３０万円

３．　１,２２０万円

４．　１,４９０万円



－32－２級 実技試験(資産設計提案業務・2010.5.23)

問３７

　秀雄さんは、国内の上場企業ＹＡ社の株式（以下「ＹＡ社株式」という）を購入することを検討して

いる。これに関するＦＰの富田さんの下記のコメント中の空欄（ア）、（イ）に入る適切な語句を語群の

中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

「ＹＡ社株式を購入後、ＹＡ社株式を売却して売却益が生じたときには、その売却益は、（　ア　）の対

象となります。一方、売却損が生じたときには、その売却損については、（　イ　）。」

＜語群＞

１．事業所得として総合課税　　　　　　　　　　　２．譲渡所得として総合課税

３．譲渡所得として申告分離課税　　　　　　　　　４．総合課税の事業所得と損益通算できます

５．上場株式等の配当所得と損益通算できます　　　６．他の所得との損益通算はできません

問３８

　秀雄さんは、国民年金基金に加入している。ＦＰの富田さんが説明した国民年金基金の仕組みに関す

る次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

１．国民年金基金の掛金は、加入時の年齢、男女の別、給付の型等によって決まり、他制度への重複加

入等にかかわらず、月額６８,０００円が上限である。

２．国民年金基金に加入できるのは、国民年金の第１号被保険者と第３号被保険者である。

３．国民年金基金は、厚生年金保険に加入した場合など、一定の事由に該当した場合を除き、任意に脱

退することはできない。

４．国民年金基金の年金額は、加入後の予定利率の変動に合わせて変動する。



－33－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2010.5.23)

問３９

　長男の則之さんの同僚の天野さんは、来月末で退職する予定である。退職後は、健康保険の任意継続

被保険者になることを考えている。ＦＰの富田さんが説明した任意継続被保険者に関する次の記述の空

欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、

天野さんは全国健康保険協会管掌健康保険（以下「協会けんぽ」という）の被保険者である。また、同

じ語句を何度選んでもよいこととする。

任意継続被保険者としての加入期間は、通常（　ア　）である。また、任意継続被保険者になるた

めには、資格喪失日の前日まで継続して（　イ　）以上被保険者であったことが必要である。加入

手続きは、原則として、資格喪失日から（　ウ　）以内に住所地を管轄する協会けんぽの都道府県

支部に申請しなければならない。

＜語群＞

１．　１年間　　　　２．　２年間　　　３．　３年間　　　４．　２ヵ月　　　５．　６ヵ月

６．　１２ヵ月　　　７．　１０日　　　８．　２０日　　　９．　２４日



－34終－２級 実技試験(資産設計提案業務・2010.5.23)

問４０

　秀雄さんは、いつからどのような老齢年金が受給できるのか、ＦＰの富田さんに質問をした。富田さ

んが説明した秀雄さんの老齢年金についての下記の図のうち、正しいものはどれか。なお、秀雄さんは、

大学卒業後約６年間、民間の会社に勤務して厚生年金保険に加入し、退職後は国民年金の第１号被保険

者として、保険料を納め続けている。

報酬比例部分相当の老齢厚生年金

６５歳
▼

加給年金

老齢基礎年金

老齢厚生年金

６０歳
▼

１．

報酬比例部分相当の老齢厚生年金

６５歳
▼

老齢基礎年金

老齢厚生年金

６０歳
▼

２．

６５歳
▼

老齢基礎年金

老齢厚生年金

３．

６５歳
▼

老齢基礎年金

４．

＜資料＞

［年金の経過措置一覧表(抜粋)］ （平成21年度価格）

老齢基礎の資格期間老齢基礎年金 老齢厚生年金 遺族厚年

報酬比例部分の乗率

（1000分の）
男子の支給

開始年齢

女子の支給

開始年齢
H15.4.1前 H15.4.1以降生年月日

厚年共

済を合

わせた

期間

厚年の

中高齢

の特例

期間

国民年

金と合

わせた

期間

加入

可能

年数

振替

加算額

(年額)

(円) 報酬

部分

定額

部分

報酬

部分

定額

部分

定額

上限

月数

定額

単価

乗率

旧乗率 新乗率 旧乗率 新乗率

配偶者

加給

年金額

(年額)

(円)

経過的

寡婦

加算額

(年額)

(円)

S21.4.2～S22.4.1 20年 15年 25年 40年 106,400 60歳 63歳 60歳 61歳 480 1.000 7.50 7.125 5.769 5.481 396,000 198,200

S22.4.2～S23.4.1 〃 16年 〃 〃 100,300 〃 64歳 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 178,300

S23.4.2～S24.4.1 〃 17年 〃 〃 94,100 〃 〃 〃 62歳 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 158,500

S24.4.2～S25.4.1 〃 18年 〃 〃 88,200 〃 - 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 138,700

S25.4.2～S26.4.1 〃 19年 〃 〃 82,000 〃 - 〃 63歳 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 118,900

S26.4.2～S27.4.1 〃 - 〃 〃 75,900 〃 - 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 99,100

S27.4.2～S28.4.1 21年 - 〃 〃 70,000 〃 - 〃 64歳 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 79,300

S28.4.2～S29.4.1 22年 - 〃 〃 63,800 61歳 - 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 59,500

S29.4.2～S30.4.1 23年 - 〃 〃 57,700 〃 - 〃 - 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 39,700


